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中学校学習指導要領（平成29年告示）解説　美術編　美術　P.116

１　指導計画の作成に当たっては、次の事項に配慮するものとする。

（1）題材など内容や時間のまとまりを見通して、その中で育む資質・能力の

　　  育成に向けて、生徒の主体的・対話的で深い学びの実現を図るようにす

　　 ること。その際、造形的な見方・考え方を働かせ、表現及び鑑賞に関する

　　 資質・能力を相互に関連させた学習の充実を図ること。





中学校学習指導要領（平成29年告示）解説　美術編　美術　P.113

（2）「Ａ表現」及び「Ｂ鑑賞」の指導に当たっては、発想や構想に関する資

　　　質・能力や鑑賞に関する資質・能力を育成する観点から、〔共通事項〕

　　　に示す事項を視点に、アイデアスケッチで構想を練ったり、言葉で考え

　　　を整理したりすることや、作品などに対する自分の価値意識をもって批

　　　評し合うなどして対象の見方や感じ方を深めるなどの言語活動の充実を

　　　図ること。



中学校学習指導要領（平成29年告示）解説　美術編　美術　P.45-50

（1）「Ａ表現」及び「Ｂ鑑賞」の指導を通して、次の事項を身に付けること

　　　ができるよう指導する。

対象などの形や色彩、材料や光などの造形の
要素に着目してそれらの働きを捉える視点



中学校学習指導要領（平成29年告示）解説　美術編　美術　P.45-50

（1）「Ａ表現」及び「Ｂ鑑賞」の指導を通して、次の事項を身に付けること

　　　ができるよう指導する。

対象などの全体に着目して造形的な特徴など
からイメージを捉える視点
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